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第 19号議案 神戸国際港都建設計画地区計画の変更について 

（ポートアイランド南地区地区計画） 

 

計  画  書 

 

神戸国際港都建設計画地区計画の変更(神戸市決定) 

 

都市計画ポートアイランド南地区地区計画を次のように変更する。 

名 称 ポートアイランド南地区地区計画  

位 置 
神戸市中央区港島南町１丁目，２丁目，３丁目，４丁目，５丁目，６丁目，７丁目，

港島中町８丁目，港島８丁目，９丁目 

区 域 計画図表示のとおり 

面 積 約 151.5ha 

地区計画の目標 

当地区は，国際化・情報化など新しい都市ニーズに対応するために建設されたポート

アイランド（第２期）に位置し，神戸を先導する複合的都市拠点として位置づけられる

とともに，神戸の特性を生かした国際交流・情報・医療関連用地や緑豊かなスポーツレ

クリエーション用地を確保し，人・物・情報が交流する新しいまちづくりを目指してい

る。 

本計画は，集積した企業の特性や健全で良好な都市環境を維持増進し，新しいまちづ

くりにふさわしい市街地の形成を目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の 
方   針 

当地区を「商業・業務地区」，「製造工場地区」及び「スポーツレクリエーション・

研究地区」に区分し，新しい都市ニーズに対応した商業・業務機能と生産機能が充実し

調和した土地利用を誘導する。 

１ 「商業・業務地区」 

神戸の特性を生かした国際交流・情報・医療関連施設を中心に，それらの機能を補

完する研究施設や業務施設，商業施設を集積する地区とする。 

２ 「製造工場地区」 

製造を中心とした工場や研究施設，業務施設を集積する地区とする。 

３ 「スポーツレクリエーション・研究地区」 

緑豊かなスポーツレクリエーション施設や研究施設，教育施設が集積する地区とす

る。 

地区施設の
整備の方針 

当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため，地区内に道路及

び公園等を適正に配置する。 

建築物等の 
整備の方針 

健全な都市環境の確保と維持を図るため，建築物等の規制・誘導を行う。 

１ 「商業・業務地区」 

神戸の特性を生かした国際交流・情報・医療関連施設を中心にそれらの機能を

補完する研究施設や業務施設，商業施設を集積し，健全でにぎわいのある環境の形

成を図るため，建築物等の用途，規模，配置及び敷地内緑化等に留意して整備を行

う。 

２ 「製造工場地区」 

製造工場や研究施設，業務施設の集積や新たな産業を育成し，健全でゆとりあ

る環境の形成を図るため，建築物等の用途，規模，配置及び敷地内緑化等に留意して

整備を行う。 

３ 「スポーツレクリエーション・研究地区」 

緑豊かなスポーツレクリエーション施設や研究施設，教育施設が集積し，健全

でゆとりとうるおいのある環境の形成を図るため，建築物等の用途，規模，配置及び

敷地内緑化等に留意して整備を行う。 
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地 

区 

整 

備 

計

画  

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

地区の細区分 

（細区分の区

域は計画図表

示のとおり） 

名称 商業・業務地区 製造工場地区Ａ 製造工場地区Ｂ ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・研究地区 

面積 約 61.3ha 約 32.5ha 約 18.2ha 約 39.5ha 

建築物等の用途の制

限 

次の各号に掲げる建築物は建築してはな

らない。 

１ 住宅，共同住宅，寄宿舎又は下宿 

２ マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，

勝馬投票券発売所，場外車券売場その他

これらに類するもの 

３ キャバレー，料理店，ナイトクラブ，

ダンスホールその他これらに類するもの 

４ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他こ

れに類するもの 

５ ヌードスタジオ，のぞき劇場，スト

リップ劇場，専ら異性を同伴する客の休

憩の用に供する施設，専ら性的好奇心を

そそる写真その他の物品の販売を目的と

する店舗その他これらに類するもの 

 

なお，建築基準法第 48 条第 10 項の規定

に関わらず，原動機を使用する工場で作業

場の床面積の合計が 150 ㎡を超えるものの

うち，次の各号に掲げる用途に供する建築

物で，当該用途に供する部分の床面積の合

計（他の用途に供する部分と共用の廊下，

階段，エレベーターの昇降路の用に供する

部分の床面積を除く。）が延べ面積の 2 分

の 1 を超えない建築物は建築することがで

きる。 

１ 再生医療等の安全性の確保等に関する

法律に定める細胞培養加工施設 

２ 医薬品，医療機器等の品質，有効性及

び安全性の確保に関する法律に定める再

生医療等製品の製造所 

次の各号に掲げる建築物は建築してはな

らない。 

１ 住宅，共同住宅，寄宿舎又は下宿 

２ マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，

勝馬投票券発売所，場外車券売場その他

これらに類するもの 

３ キャバレー，料理店，ナイトクラブ，

ダンスホールその他これらに類するもの 

４ 建築基準法施行令第１３０条の２の２

第二号に掲げる処理施設（以下「産業廃

棄物処理施設」という。） 

次の各号に掲げる建築物は建築してはな

らない。 

１ 住宅，共同住宅，寄宿舎又は下宿 

２ マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，

勝馬投票券発売所，場外車券売場その他

これらに類するもの 

３ 産業廃棄物処理施設 

次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

１ 住宅，共同住宅，寄宿舎又は下宿 

２ マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，

勝馬投票券発売所，場外車券売場その他

これらに類するもの 

３ キャバレー，料理店，ナイトクラブ，

ダンスホールその他これらに類するもの 

４ 産業廃棄物処理施設 

建築物の敷地面積の

最低限度 

1,000㎡ 

ただし，巡査派出所，公衆電話所その他

これらに類する公益上必要な建築物につい

てはこの限りではない。 

900㎡ 

ただし，巡査派出所，公衆電話所その他

これらに類する公益上必要な建築物につい

てはこの限りではない。 

900㎡ 

ただし，巡査派出所，公衆電話所その他

これらに類する公益上必要な建築物につい

てはこの限りではない。 

1,000㎡ 

ただし，巡査派出所，公衆電話所その他

これらに類する公益上必要な建築物につい

てはこの限りではない。 

壁面の位置の制限 １ 計画図表示の道路境界線①から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)までの距離は 3m以上とする。 

２ 上記以外の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は 2m以上とする。 

３ 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は 1m以上とする。 

垣又はさくの構造の

制限 
道路に面する部分は生垣または透視可能なフェンスとする。ただし，防火上やむを得ない場合は，この限りではない。 

備 考 主な用途地域 商業地域 準工業地域 工業地域 準工業地域 

 

理      由 

 

別添理由書のとおり 
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理  由  書 

 

都市緑地法等の一部を改正する法律に基づく用途地域の追加に伴い，建築基準法第４８条に条

項のずれが生じるため，本案のとおり地区計画を変更しようとするものである。 

 


